
CVIT研修施設・研修関連施設

2017年度新規申請マニュアル
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研修施設・研修関連施設新規申請条件について

研修施設および研修関連施設の申請条件は以下とし、更新は2年毎
とする。

1.心血管造影室が設置されていること

2.常勤の専門医または名誉専門医がおり、十分な教育体制があること

3.心血管造影室専任のコメディカルスタッフがいること

4.研修施設は、申請時の前年末日までの3 年間で、600 例以上のカテーテル治療（ただし、300 例以上は
冠動脈形成術）を実施していること

5.研修関連施設は、申請時の前年末日までの3 年間で、300 例以上のカテーテル治療（ただし、150 例以
上は冠動脈形成術）を実施していること

6.研修施設は、常勤の心臓血管外科医がいること

7.研修関連施設は、常勤の心臓血管外科医がいるか、緊急時に依頼することのできる心臓血管外科施設
が定まっていること

8.J-PCI レジストリーに参加しており、認定後より全例登録すること 2



2017年6月26日（月）～2017年8月25日（金）必着

研修施設および研修関連施設の資格新規申請の手続きには、NCDレ
ジストリーシステムより入力およびプリントアウトした以下のも
のを事務局宛に郵送しなければならない。

1.研修施設、研修関連施設認定申請書

2.施設概要証明書

3.専門医または名誉専門医の勤務に関する施設長の証明書

4.レジストリーに参加しており、全例登録する旨の誓約書
3

申請受付期間
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認定された場合の認定期間

2017年1月1日～2018年12月31日

更新時期 2019年6月

2019年1月1日から更新を経て認定までの期間も認定資格は有効です。



2017年度 研修施設・研修関連施設新規申請から認定までの流れ
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認定された場合は毎年3月31日までに前年の症例登録を必ず行う必要があります。

2017年 2018年

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 6月 7月 8月

申請
施設

審議会

事務局

2017/6/26-8/25
申請期間

審議会
審査期間

11月の理事会にて認定

不備書類の
問い合わせ

認定証発送

次回更新手続き



実際の申請の画面の流れ
通常のNCD症例登録サイトにログインして右のメニューのCVIT研修施設・研修関連施設申請のボタンから開始してください。
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実際の申請の画面の流れ
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もう一度パスワードを入力してください。
NCDの症例登録ログイン時と同じパスワードです。
診療科長または、主任医師の権限のみログインが可能です。



実際の申請の画面の流れ
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書類が郵送され、事務局が書類のバー
コードを読み取ると「受理済み」として
ここの「施設申請の履歴」に表示されま
す。書類を受取り順次読み取っていきま
すので反映までにお時間をいただきます。
反映をもって書類受領の連絡と代えさせ
ていただきます。

申請書類の最終印刷画面に
は右下にバーコードの
印字がされています。

＜新規申請を開始する＞から申請を行ってください。



実際の新規申請の画面の流れ
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申請基準を確認し、申請を進めてください。④申請時の前年末日までの3年間で、600例以上のカテーテル治療(但し、300例以上は冠動脈形成術)を実施していること。

④申請時の前年末日までの3年間で、300例以上のカテーテル治療(但し、150例以上は冠動脈形成術)を実施していること。



実際の新規申請の画面の流れ
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入力手順を熟読し、入力を開始してください



実際の新規申請の画面の流れ
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＜研修施設申請の場合＞
研修関連施設から格上げ申請する場合は現在の【Yで始まる4桁の数字】を入力してください。

＜研修関連施設申請の場合＞
研修施設から格下げ申請する場合は現在の【Xで始まる4桁の数字】を入力してください。

上記以外の新規の場合は空欄のまま申請を進めてください。



実際の新規申請の画面の流れ

12

施設概要をもれなく入力してください



実際の新規申請の画面の流れ
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2014年のUMINでのEVT/SHD登録症例は「入力値」に直接入力してください。

NCDに登録された症例のう
ち、「完了（承認済み）」
のみが「集計」に自動的に
抽出されます。登録のない症例は

「入力値」に直接
入力してください。



実際の新規申請の画面の流れ
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申請時に施設に所属しているCVITの医師の会員を全
て【追加ボタン】より入力してください。
(名誉専門医、専門医、認定医の資格をお持ちでない
い医師も入力してください。)



実際の新規申請の画面の流れ
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施設代表医は「専門医」もしくは「名誉専門医」の
医師を選択してください。



実際の新規申請の画面の流れ
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内容確認で全ての申請条件を満たしている場合は左
上に【認定基準を満たしています。】の表示が出て
おり、不足項目がある場合は左上に【満たしていま
せん】の赤文字表示が出ます。

・前年末日までの3年間のカテーテル治療実績が認定基準(600症例)を満たしていません。

・前年末日までの3年間のカテーテル治療実績が認定基準(300症例)を満たしていません。



実際の新規申請の画面の流れ
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格上げ申請もしくは、格下げ申請以外の新規申請の場合は、申請時点でのレジストリー
登録は義務付けられておりませんので、【申請症例証明書】と【申請症例記入フォーマッ
ト】の提出は不要です。

格上げ申請もしくは、格下げ申請に限り基準を満たしていな
い場合（未登録症例がある場合）は【申請症例証明書】と
【申請症例記入フォーマット】の提出が必須です。
理由や特記事項はその他・特記事項の欄に記入してください。



実際の新規申請の画面の流れ
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申請書を印刷モードで確認する
この画面からは正式な申請書類
は提出できません。

正式な提出用印刷画面です。



実際の新規申請の画面の流れ
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送付の前に必ずご確認ください

申請書は3枚ですが、新規申請の
場合は4枚綴りで【レジストリー
参加制約書】が4枚目にあります。

格上げ申請もしくは、格下げ申請に限ります
【申請症例証明書】は書類の5枚目にあたり、
別途ダウンロードが必要です。



実際の新規申請の画面の流れ
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正式な申請書類です。4枚綴でプリントアウト
し、押印の上、提出してください。
1枚のみの差替えはバーコードが異なるためで
きませんので、修正箇所がある場合は、必ず新
しく4枚綴でプリントアウトし直してください。
4箇所の押印も忘れずにお願いします。

格上げ申請もしくは、格下げ申請で未登録症例
のある場合は追加書類とともに提出してくださ
い。

書類が郵送され、事務局が書類のバーコード
を読み取ると「受理済み」として「施設申請
の履歴」の画面に表示されます。（9ページ
目）
順次読み取っていきますので反映までにお時
間をいただきます。
反映をもって書類受領の連絡と代えさせてい
ただきます。


